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１

ペ
ー
ジ

告
　
示

◯
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
権
限
移
譲
対
象
事
務
の
範
囲
等
の

一
部
改
正
（
七
九
・
分
権
改
革
推
進
室
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
保
安
林
の
指
定
（
八
〇
・
森
林
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

秋
田
県
告
示
第
七
十
九
号

市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
権
限
移
譲
対
象
事
務
の
範
囲
等
（
平
成

十
八
年
秋
田
県
告
示
第
三
百
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
十
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

第
一
第
二
十
一
号
の
二
の
表
二
の
項
中
「
北
秋
田
市
」
の
下
に
「
、
仙
北

市
」
を
加
え
る
。

第
一
第
二
十
二
号
の
表
三
の
項
中
「
上
小
阿
仁
村
」
を
「
仙
北
市
、
上
小

阿
仁
村
」
に
改
め
る
。

第
一
第
二
十
三
号
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
第
二
十
四
号
の
表
三
の
項
中
「
上
小
阿
仁
村
」
を
「
仙
北
市
、
上
小

阿
仁
村
」
に
改
め
る
。

第
一
第
二
十
七
号
の
表
五
の
項
中
「
小
坂
町
」
の
下
に
「
、
上
小
阿
仁
村
」

を
加
え
る
。

第
一
第
七
十
四
号
の
二
の
表
二
の
項
中
「
北
秋
田
市
」
の
下
に
「
、
仙
北

市
」
を
加
え
る
。

第
一
第
七
十
四
号
の
三
の
表
二
の
項
中
「
北
秋
田
市
」
の
下
に
「
、
仙
北

市
」
を
加
え
る
。

第
一
第
七
十
四
号
の
四
の
表
二
の
項
中
「
北
秋
田
市
」
の
下
に
「
、
仙
北

市
」
を
加
え
る
。

秋
田
県
告
示
第
八
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
十
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

告
　
　
　
　
　
　
示

市

町

村

の

名

称

潟
上
市
、
羽
後
町

仙
北
市

一二

市
町
村
が
処
理
を
開
始
す
る
期
日

平
成
十
八
年
四
月
一
日

平
成
二
十
年
四
月
一
日

（
「

附
属
明
細
書
」
は
、
省
略
し
、
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
山
本
地
域
振
興
局
農
林
部
並
び
に
三
種
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

郡
　
市

山
本
郡

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

町
　
村

三
種
町

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

（
大
字
）

下
岩
川

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

字
田
ノ
沢

〃〃〃〃
館
ノ
下

〃〃〃

谷
地
ノ
沢

〃〃〃

地
　
　
番

三
七
の
一

三
七
の
二

三
七
の
三

三
七
の
四

三
七
の
五

四
六

四
七

四
八

四
九
の
一

一
八
の
一

四
五

八
一
の
一

八
二

台

帳

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

一
五
、
八
七
三

九
、
二
七
八

一
四
、
〇
一
七

二
一
、
七
七
〇

二
、
一
四
一

一
三
二

二
二
一

九
九
五

六
九
四

七
六
、
八
三
三

三
、
六
二
三

六
七
、
七
六
三

八
二
、
〇
〇
九

実
測
又
は
見
込

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

一
・
五
八
七
三

〇
・
九
二
七
八

一
・
四
〇
一
七

二
・
一
七
七
〇

〇
・
二
一
四
一

四
・
〇
三
一
三

七
・
六
八
三
三

〇
・
三
六
二
三

六
・
七
七
六
三

八
・
二
〇
〇
九

保
安
林
指
定
面
積

実
測
又
は
見
込

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

一
・
五
八
七
三

〇
・
九
二
七
八

一
・
四
〇
一
七

二
・
一
七
七
〇

〇
・
二
一
四
一

四
・
〇
三
一
三

七
・
六
八
三
三

〇
・
三
六
二
三

六
・
七
七
六
三

八
・
二
〇
〇
九

立
木
の
伐
採

の
限
度

（
附
属
明
細

書

の

と

お

り
）

間
伐
そ
の
他
特

別
の
場
合
の
伐

採
に
係
る
も
の

（
附
属
明
細

書

の

と

お

り
）

標
準
伐
期
齢

主
伐
と
し
て
伐

採
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木

の
所
在
す
る
市

町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備

計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以

上
の
も
の
と
す

る
。

伐

採

種

別

（
附
属
明
細

書

の

と

お

り
）

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出

の
防
備
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林
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在
　
　
場
　
　
所
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面
　
　
　
　
積
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定
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業
　
　
要
　
　
件

立

木

の

伐

採

の

方

法
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